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Ⅰ 共生社会の実現に向けた連続性のある多様な学びの場の整備 

１ 多様な学びの場の整備 

（１）日本の義務教育段階の多様な学びの場の連続性 

特別な教育的ニーズのある児童生徒に対して、基本的には同じ場で共に学

ぶことを追求するとともに、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的

ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みの整備が

重要。通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった

連続性のある「多様な学びの場」（カスケード）を用意しておくことが必要。 

 

 

（２）富山県における多様な学びの場 

〇 特別支援学校 

 

 

 

○ 特別支援学級 

 

 

 

○ 通常の学級 

 

 

 

 

 

 

 

 
訪問教育（通学困難） 

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 知的障害 病弱 

 
弱視 難聴 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 

言語障害 自閉症・情緒障害 

 

 

 

 

校内体制による支援 校内委員会の設置 

          特別支援教育コーディネーターの指名 

          特別支援教育支援員（ｽﾀﾃﾞｨ･ﾒｲﾄ等）の活用 など 

 

通級による指導 

弱視※ 難聴※ 言語障害 情緒障害 学習障害 

※は、特別支援学校において実施 

（障害の程度が比較的重い子供を対象として、専門性の高い教育を行う） 

（障害の種別ごとの少人数学級で、一人一人に応じた教育を行う） 

（ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害に応じた 
特別の指導を特別な指導の場で行う） 

資料：中央教育審議会初等中等教育分科会 特別支援教育の在り方に関する特別委員会における論点整理 
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２ 特別支援学校の設置 

（１）特別支援学校の設置状況 

  富山県内には、特別支援学校が 15 校設置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象とする障害種別と設置学部 

 
学 校 名 

対象とする 

障害種別 
設置学部 

１ 富山視覚総合支援学校 視・病(高のみ) 幼小中高専 

２ 富山聴覚総合支援学校 聴・知(高のみ) 幼小中高専 

３ 高岡聴覚総合支援学校 聴・知(高のみ) 幼小中高 

４ にいかわ総合支援学校 知・肢 小中高 訪 

５ しらとり支援学校 知 小中高 

６ 富山高等支援学校 知    高 

７ 高岡支援学校 知 小中高 訪 

８ 高岡高等支援学校 知    高 

９ となみ総合支援学校 知・肢 小中高 訪 

10 となみ東支援学校 知 小中 

11 富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 知 小中高 

12 富山総合支援学校 肢・知(高のみ) 小中高 訪 

13 高志支援学校（高等部こまどり分教室） 肢 小中高 

14 高岡市立こまどり支援学校 肢 小中 

15 ふるさと支援学校 病 小中高 訪 

 

 

 

○1  
○2  ○3  

○4  

○5  

○6  

○7  
○8  

○9  

○10  

○11  
○12  

○13  ○14  

○15  

※障害種別は、視：視覚障害、聴：聴覚障害、知：知的障害、肢：肢体不自由、病：病弱 

※設置学部は、幼：幼稚部、小：小学部、中：中学部、高：高等部、 

専：高等部に専攻科を設置、訪：訪問教育を実施 
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（３）特別支援学校在籍者の推移 

特別支援学校の児童生徒数は、平成 28 年頃まで増加傾向であったが、そ

の後は横ばいからやや減少傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜学部別の在籍者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

＜障害種別の在籍者数の推移＞ 
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（人） 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

視 覚 障 害 35 30 29 25 18 

聴 覚 障 害 71 68 56 52 42 

知 的 障 害 608 731 865 994 949 

肢 体 不 自 由 230 206 208 193 177 

病  弱 71 70 57 42 38 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

幼 稚 部 19 12 7 14 10 

小 学 部 360 386 403 417 443 

中 学 部 246 283 340 300 260 

高 等 部 390 424 465 575 511 

年 度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

特別支援学校在籍者数 1,015 1,105 1,215 1,306 1,224 

調査日（５月１日） 調査元（県立学校課） 

（年度） 

＜特別支援学校在籍数の推移＞ 
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（４）特別支援学校における医療的ケアの状況 

   令和３年度、医療的ケアが必要な児童生徒は、特別支援学校に 74 名在籍し

ている。 

＜特別支援学校に配置された看護師が医療的ケアを実施している児童生徒数＞  

年度 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3 

児童生徒数 40 39 37 55 43 42 45 46 50 52 

（単位：人） 

＜看護師が行う医療的ケアの内容＞  

・薬液の吸入           ・酸素吸入 

・吸引（口腔内、咽頭部、鼻腔） 

・導尿              ・経管栄養 

・エアウエイの挿入        ・気管切開部の管理 

・人工肛門、膀胱瘻の管理     ・人工呼吸器の管理 

・その他、主治医及び学校長が指示すること 

 

この他、隣接する医療機関に所属する看護師や家庭で保護者が医療的ケア

を実施している児童生徒が 22 名いる。 
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２ 特別支援学級及び通級指導教室の設置 

（１）特別支援学級の設置状況及び在籍者数の推移 

特別支援学級の設置数は、年々増加しており、20 年前と比較すると、小学

校で約 2.5 倍、中学校で約 2.3 倍となっている。中でも、自閉症・情緒障害特

別支援学級の設置数が大きく増加し、20 年間で約 12.7 倍となっている。 

 

 

 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

小学校 計 168 223 302 363 414 

弱視  0  0  1  2  1 

難聴  2  5  8  10  17 

知的障害   130   156   159   174   187 

肢体不自由   1   4   15   19   15 

病弱・身体虚弱   7   7   8   11   18 

言語障害   9   8   8   7   2 

自閉症・情緒障害 19 43 103 140 174 

 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

中学校 計   67   73   118   140   157 

弱視   0   0   0   0   0 

難聴   0   0   2   6   4 

知的障害   67   65   71   79   77 

肢体不自由   0   0   2   2   5 

病弱・身体虚弱   0   0   1   1   4 

自閉症・情緒障害   0   8   42   52   67 
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（年度） 

調査日（５月１日） 調査元（県立学校課） 

 
＜特別支援学級設置数の推移＞ 

＜小学校＞ 

＜中学校＞ 
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特別支援学級の在籍者は、20 年前と比較すると、小学校で約 4.0 倍、中学

校で約 3.3 倍となっている。障害種別では、知的障害特別支援学級の在籍者が

最も多いが、自閉症・情緒障害特別支援学級の在籍者が急激に増加しており、

20 年間で約 20.3 倍となっている。 

 

 

 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

小学校 計 355 499 748 1009 1427 

弱視   0   0   1   2   1 

難聴   3   10   8   10   19 

知的障害   288   373   431   531   705 

肢体不自由   1   8   20   27   17 

病弱・身体虚弱   7   1   3   9   16 

言語障害   12   12   19   14   4 

自閉症・情緒障害   44   95   266   416   665 

 

 

 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

中学校 計  163  180  313  400  540 

弱視 0   0   0     0   0 

難聴   0   0   3   6   4 

知的障害  163  166  211  261  301 

肢体不自由  0  0  3  2  7 

病弱・身体虚弱  0  0  1  0  2 

自閉症・情緒障害  0  14  95  131  226 
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（２）通級指導教室設置数及び通級による指導を受ける児童生徒数の推移 

 通級指導教室の設置数は、年々増加しており、20 年前と比較すると小学校 

で約 4.6 倍となり、中学校では、平成 21 年度に初めて設置してから急激に増 

加している。 

  

 

 

年 度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

小学校 計 40 46 91 143 182 

言語障害  28  33  35  33  30 

情緒障害  12  10  13  29  38 

学習障害  0  3  43  81  114 

 

年 度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

中学校 計  0  0  9  12  51 

  情緒障害  0  0  0  0  1 

  学習障害  0  0  9  12  50 

 

  高等学校においては、平成 30 年度より通級による指導の制度が開始され、

県立定時制高校４校に通級指導教室を設置した。 
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  通級による指導を受ける児童生徒数は、年々増加しており、20 年前と比較

すると、小学校で約 11.3 倍となり、中学校では、平成 21 年度に初めて通級

指導教室を設置してから急激に増加している。 

 

 

 

 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

小学校 計 207 291 727 1500 2342 

視覚障害  1  1  1  0  0 

聴覚障害  3  1  2  2  0 

言語障害  162  218  260  318  407 

情緒障害  41  52  83  255  368 

学習障害  0  19  381  925  1567 

 

年  度 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ23 Ｈ28 Ｒ3 

中学校 計  0  0  57  115  606 

情緒障害  0  0  0  0  13 

学習障害  0  0  57  115  593 

 

  県立高校（定時制高校４校）において通級による指導を受ける生徒は、以下

のとおり。 

年  度 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3(前期) 

高等学校計  16  24  26  29 
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３ 通常の学級における特別支援教育 

（１）特別な支援を必要とする児童生徒数 

   令和３年度、県内の小・中学校の通常の学級には、特別な教育的支援※を必

要とする児童生徒が約 7.9％在籍している。そのうち、通級による指導を受け

ている児童生徒は約 50.9％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別支援教育支援員の配置状況 

   幼稚園、小学校、中学校に在籍する発達障害を含む障害のある幼児児童生

徒の学校生活を支援するため市町村が配置している特別支援教育支援員（ス

タディ・メイト等）は、令和３年度には、424 人配置されており、県内の小・

中学校の 83.7％に配置されている。 

 

 

 

通級による指導 

約50.9%

約49.1%

約7.9%

調査日（令和３年５月１日） 調査元（県立学校課） 
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＜通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒＞ 

調査日（５月１日） 調査元（県立学校課） 

約 50.9% 

通級による指導 

※校内教育支援委員

会 や 校 内 委 員 会 等

で、特別支援教育支

援員（ｽﾀﾃﾞｨ･ﾒｲﾄ等）

の配置、通級による

指導等を含む特別な

教育的支援が必要と

判断された児童生徒 
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４ 障害のある子供と障害のない子供や地域との交流 

（１）特別支援学校における交流活動実施状況 

特別支援学校における交流活動は、令和元年度は年間 280 回程度実施され

ている。交流活動のうち学校間交流は概ね定期的に実施されている。近年は居

住地校交流※の数も増えてきている。 

※特別支援学校に通う幼児児童生徒が居住する（自宅のある）地域の小・中学校等の

幼児児童生徒と交流や学習活動を行うこと。 

 

＜交流活動の例＞ 

交流相手 活動内容 

児童生徒の居住

地の学校 

交流相手校の教科の授業・クラブ活動・給食・清掃等への

参加 

学校のある地域

の保育所等 

合同の運動遊び、歌・ゲーム・ダンス活動 

合同のクリスマス会・豆まき会・お楽しみ会 

学校のある地域

の小学校・中学校 

交流相相手校の教科の授業・集会・クラブ活動・部活動等

への参加 

共同の清掃・花壇作り 

相互の運動会・学習発表会での交流 

合同の書き初め大会・餅つき会 

学校のある地域

の高等学校 

特別支援学校への訪問（施設見学、吹奏楽演奏） 

合同のレクリエーション・街頭募金活動・公民館清掃 

学校のある地域

の住民 

特別支援学校の作業学習体験 

地域のクリーン大作戦への参加 

特別支援学校の運動会、夕涼みの会（寄宿舎）への参加 

共同の花壇整備、さつまいもの苗植え付け・収穫 

特別支援学校児童生徒の地域の行事への参加 

地域の文化祭での特別支援学校紹介パネル展示、作業作品

販売 

その他 

地域の企業や団体と共同の花壇整備 

警察学校の特別支援学校体験実習（授業参加） 

ＡＬＴの団体との交流（英語クイズ、日本文化の紹介等） 

特別支援学校生徒の老人施設での介助ボランティア 

老人施設入居者との手紙・プレゼント交換 

万葉朗唱の会への参加 
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（２）特別支援教育に関する理解啓発の取組状況 

特別支援教育の理解啓発を促すため、各種のリーフレット等を作成し、配

布や総合教育センターホームページへの掲載を行っている。 

＜リーフレット等の例＞ 

名 称 内 容 

富山の特別支援教育 障害のある子供の多様な学びの場の理解を

促すリーフレット（毎年発行） 

手話教材「みんなで手話を知ろ

う 手話を学ぼう」 

手話の理解啓発を図るためのリーフレット 

 

 

○富山県総合教育センターのホームページの教育資料サイト 
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Ⅱ 学校、家庭、地域、医療・福祉・保健・労働等の関係者の連携強化  

１ 支援体制の整備 

（１）学校における支援体制の整備状況 

＜特別支援教育体制整備状況調査＞         （平成 30 年度） 調査元（文部科学省） 

 小学校 中学校 高等学校 

富山県 全国 富山県 全国 富山県 全国 

校内委員会の設置 100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 100.0% 97.4% 

特別支援教育コーディネーターの指名 100.0% 99.9% 100.0% 99.8% 100.0% 99.1% 

特別支援学級の児童

生徒(a) 

個別の指導計

画の作成 100.0% 99.5% 100.0% 99.1%   

個別の教育支

援計画の作成 100.0% 97.2% 100.0% 96.1%   

通級による指導を受

けている児童生徒

(b) 

個別の指導計

画の作成 99.7% 95.0% 100.0% 93.7% 100.0% 98.0% 

個別の教育支

援計画の作成 89.7% 81.1% 86.2% 84.9% 100.0% 90.1% 

a,b 以外で特別な支

援を必要とする児童

生徒 

個別の指導計

画の作成 95.1% 85.6% 78.2% 77.9% 67.6% 75.4% 

個別の教育支

援計画の作成 69.4% 74.1% 37.0% 71.8% 39.5% 69.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※校内委員会 
学校内に置かれた発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握及び支援の在り方等につ

いて検討を行う委員会。 
 

※特別支援教育コーディネーター 
学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として、

校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者。 
 

※個別の教育支援計画 
障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していく

という考え方の下に、福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業
後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある幼児児童生
徒一人一人について作成した支援計画。 

 
※個別の指導計画 

幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育
課程や指導計画、当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえて、より具体的に幼児児童生
徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法等を盛り込んだ指導計画。 
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（２）教育相談の実施状況（県総合教育センター、県立特別支援学校） 

  県立特別支援学校が近隣の幼稚園、保育所、小・中学校等からの相談に応じ 

て支援を行っている件数は、近年やや減少傾向にある。 

  また、県総合教育センター教育相談部特別支援教育担当への相談件数は、 

 ほぼ横ばいである。 

 

 ＜県立特別支援学校における教育相談件数＞           調査元（県立学校課） 

年 度 H30 H31 R2 

相談 

対象 

幼稚園・保育所 163 126 119 

小学校 317 306 239 

中学校 694 635 720 

高等学校 57 49 36 

その他 173 235 130 

相談件数 1,404 1,351 1,244 

 

＜県総合教育センター教育相談部特別支援教育担当への相談件数＞ 

 

 

特別支援学校における特別支援教育のセンター的機能 

① 各学校の教職員への支援機能  

② 各学校の教職員に対する研修協力機能 

③ 特別支援教育に関する相談・情報提供機能 

④ 個別の指導計画や個別の教育支援計画等の作成への助言など、児童等 

への指導・支援機能 

⑤ 教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との連絡・調整機能 

⑥ 児童等への施設設備等の提供機能 

 

 

 

 

 

年 度 H30 H31 R2 

相談 

対象 

未就学児 25 25 26 

小学生 121 171 90 

中学生 50 42 46 

高校生 18 29 13 

その他 22 10 17 

初回受理件数 236 277 192 

調査元（県総合教育センター）  
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（３）就学先決定の手続き 

＜障害のある児童生徒の就学先決定について（手続きの流れ）＞ 

 

 

 

本人の障害の状況だけでなく、教育上必要な支援の内容、地域における教育

の体制整備の状況、本人・保護者の意見、専門家の意見、その他の事情から総

合的に判断し、市町村教育委員会で就学先として小学校がよいのか、特別支援

学校がよいのかを決定する。 

また、就学時に決定した学校や学びの場は、固定したものではなく、それぞ

れの子供の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省｢障害のある子供の教育支援の手引き～子供たち一人一人の教育的ニーズを

踏まえた学びの充実に向けて～｣より 
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２ 連携強化の取組 

（１）連携強化関係事業等の実施状況 

事業等 内   容 主な連携先 

とやまの特

別支援教育

強化充実事

業（富山県特

別支援連携

協議会） 

○協議会 

特別支援教育体制の整備、事業の推進・評価 

○早期支援部会 

発達障害者等の早期発見に向けた体制の整備 

○就労・進路支援部会 

障害のある生徒の就労・進路支援体制の整備 

障害福祉課

健康課 

子ども支援課

労働政策課

富山児童相談所

富山労働局 

他 

富山型デイ

サービス・

特別支援学

校連携事業 

○連携協議会 

富山型デイサービスと特別支援学校及び関係部

局との連携充実 

○進路協議会 

富山型デイサービス事業所の見学や意見交換 

○研修会 

介助やコミュニケーションに関する実技研修、障

害のある子どもの就学相談、支援に関する研修等 

富山型デイサ

ービス事業所 

厚生企画課

障害福祉課

労働政策課

他 

 

特別支援学

校就労応援

事業（就労

支援連携会

議（再掲）） 

 

○キャリア教育・就労支援ネットワーク会議全体会 

各機関の連携を深め、情報交換等 

○キャリア教育・就労支援ネットワーク会議分科会 

各特別支援学校で計画・実施 

関係機関との連携、研修等による就労支援の充実 

○地区クラスター会議 

 富山・高岡高等支援学校が中心となり、地域の情

報交換や情報共有 

労働政策課

障害福祉課

健康課 

富山労働局 

他 
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Ⅲ 多様な教育的ニーズに対応できる教員の専門性の向上  

１ 専門性向上のための研修等 

（１）キャリアステージに応じた全員研修・県総合教育センターが開催する専門研修 

  主な県主催の研修は以下のとおり。その他、市町村主催の研修も行われて

いる。 

＜キャリアステージに応じた全員研修＞ 

研修名 研 修 内 容 

若手教員研修（初任

者・２年次・３年次） 

・特別支援教育の現状と課題  ・障害に応じた支援 

・授業における ICT 活用    ・先輩教師の教科授業参観 

・初任者の教科授業参観、授業研究 

中堅教員等資質

向上研修 

・中堅教諭等としての素養   ・学習指導 ・生徒指導 

・体験型研修（社会体験研修） ・選択研修 

新任教務主任研

修会 

・教務主任の自覚と使命  ・教務主任の役割と実務 

・特別支援教育と教育計画 ・教務主任としての役割と取組 

新任教頭研修会 

・面談研修        ・学校運営に関する演習 

・安全衛生研修      ・全校で取り組む特別支援教育 

・学校組織とマネジメント 

特別支援学級等

新任担当教員研

修会 

・特別支援教育の教育課程 ・教育課程の実際 

・障害のある児童生徒等の就学について 

・｢児童生徒の実態把握から、個別の教育支援計画と個別の指導

計画の作成と活用について｣ ・授業研究 ・事例研究 

 

＜専門研修＞ 

研修名  研 修 内 容 

 

基 礎 か ら 学 ぶ 自 立 

活 動 実 践 コ ー ス 

｢自立活動の指導の在り方と実際｣ 

｢個別の指導計画と自立活動の指導の実際｣ 

子供の特性が分かり

支援に生かせるアセ

スメントコース 

｢アセスメントによる子供の理解と指導の実際｣ 

｢日常の実態把握を指導・支援に生かす｣ 

｢『先生が気づいて動けるチェックリスト』の活用｣   

読み書き支援コース 
｢読み書きにつまずきのある児童生徒の理解と支援について 

｢つまずきに応じた学習支援の工夫（ICT 等の活用）｣ 

特別支援教育の視点を取

り入れた授業づくり講座 

｢通常の学級での指導に通級による指導での学びを生かす｣ 

｢通級指導教室担当者と通常の学級の担任等との連携の在り

方｣  

｢通級による指導を通常の学級での指導に生かす工夫｣ 

発達障害教育研修会 
｢ライフステージに応じた指導・支援の在り方｣ 

（幼児期から学童期、思春期を中心に）  

学校で取り組む特別支援

教育研修会 

｢合理的配慮の基本的な考え方｣ 

｢合理的配慮の実際｣ ｢合理的配慮の現状と課題｣ 

特
別
支
援
教
育
講
座 
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（２）障害種別研修 

  特別支援学校に在籍する児童生徒の障害の多様化、重度・重複化に対応す

るため、外部講師等を活用し、障害種別の専門的な研修を継続的に行ってい

る。 

 

 

年 度 Ｈ30 年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 

県立 13 校 年間回数 61 回 59 回 54 回 
 

＜障害種別の研修内容等＞ 

区分 研修内容 講師等 

視覚障害 
・点字の指導について 

・眼疾患について        

・富山県視覚障害者福祉センター 

・あさひ総合病院 眼科医師      

聴覚障害 

・手話実技講座 

・補聴器のフィッティング 

・聴覚障害のある人が安全・安心

に 暮らせる社会について  

・富山聴覚障害者協会 

・理研産業高岡店 

・金沢大学教授 

肢体 

不自由 

・呼吸ケアとポジショニング 

・重度重複障害児の摂食指導 

・筋緊張を緩める支援等 

・作業療法士 

・理学療法士 

 

ICT 活用 
・ICT を活用した授業づくり 

・ICT 教育について  

・総合教育センター科学情報部 

・富山大学准教授 

自立活動 

・身体の使い方、体や手先の動きに

課題がある児童の対応 

・実態に応じたコミュニケーション

に関する指導 

・作業療法士 

・理学療法士 

・言語聴覚士 

 

関係機関

との連携 

・福祉サービスの利用について 

・医療と学校との連携について 

・福祉と教育との連携について 

・障害者相談支援専門員 

・富山大学教授 

・医師 

児童生徒

理解 

・思春期の生徒の理解と支援 

・子供の心の声のうけとめ  

・富山大学准教授 

・富山福祉短期大学准教授 

・精神科医、小児科医 

・臨床心理師 

寄宿舎 
・寄宿舎での支援の仕方 

・生徒の理解と支援について  

・自立地域生活支援センター 

・臨床心理士 

  

 

 

 

調査元（県立学校課） 
＜障害種別研修実施の推移＞ 
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（３）専門性向上関係事業等の実施状況 

「とやまの特別支援教育強化充実事業」では、発達障害等のある児童生徒が 

一人一人の教育的ニーズに応じて、それぞれの学びの場で適切な指導支援を

受けることができるよう、教育事務所に特別支援教育の専門性をもった｢小中

学校巡回指導員｣を配置している。令和２年度からは、小中学校巡回指導員を

２名から４名に増員して、教員の専門性向上や支援体制の充実を図っている。 

 また、総合教育センターに高等学校巡回指導員を２名配置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75校 81校

112校

88校

219校

0校

50校

100校

150校

200校

250校

H28 H29 H30 H31 R2

調査元（県立学校課） 

＜小中学校巡回指導員によるのべ巡回校数＞ 

 
指導員 

２名→４名 

＜高等学校巡回指導員によるのべ巡回校数＞ 

326校

367校
339校 336校

219校

0校

50校

100校

150校

200校

250校

300校

350校

400校

H28 H29 H30 H31 R2

調査元（県立学校課） 
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２ 特別支援学校教諭免許状 

（１）特別支援学校教諭免許状の保有状況 

  県内の公立特別支援学校教諭の免許状保有率はこの 10 年間 70％台であり、

大きな変動はない。ここ数年は、全国平均より保有率が低い状況である。   

 

                 

 当該障害種の 

免許状保有者 

他障害種の 

免許状保有者 

特別支援学校教

諭の免許状なし 

全国 富山県 全国 富山県 全国 富山県 

視 覚 障 害 教 育 66.1% 48.3% 25.2% 34.5% 8.7% 17.2% 

聴 覚 障 害 教 育 59.6% 36.0% 29.9% 52.0% 10.5% 12.0% 

知 的 障 害 教 育 88.0% 72.1% 0.6% 1.4% 11.4% 26.5% 

肢体不自由教育 85.7% 76.9% 3.1% 0.0% 11.2% 23.1% 

病 弱 教 育 80.3& 81.8% 8.4% 4.5% 11.2% 13.6% 

合   計 84.9% 70.0% 3.9% 6.0% 11.2% 23.9% 

 

 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 

全 国 70.0 70.8 71.3 72.5 74.1 75.7 77.6 79.7 83.0 84.9 

富山県 71.4 72.3 73.4 74.2 74.3 72.5 71.8 70.8 70.2 70.0 

 

（２）特別支援学校教諭免許状取得のための取組 

  ①特別支援学校教諭免許状認定講習の開設 

   ・実務経験３年以上の教員は、最低６単位取得で免許状取得 

   ・学校の夏季及び冬季休業中に３講座／年を開講し、２年間で免許状取

得が可能 

  ②教員採用 

   ・特別支援学校教諭免許状取得者を加点対象とする。（平成２８年度～） 

   ・特別支援学校教諭免許状を取得していない者に、採用後５年以内に免

許状を取得することを条件として受験資格を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

調査日（令和３年３月）調査元（文部科学省） ＜特別支援学校教諭免許状の保有率＞ 

＜公立特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の保有状況の推移＞ 

調査元（文部科学省） 

（単位：％） 
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Ⅳ ＩＣＴや専門家の活用等による指導の充実  

１ ＩＣＴ環境の整備 

 

 

＜ハードウエア面＞ 

○県立特別支援学校の児童生徒（専攻科を 

除く）に iPad を１人１台整備完了予定 

 

○県立特別支援学校のＨＲ教室や特別教室 

３教室に、無線ＬＡＮ環境を整備予定 

 

 

＜ソフトウエア面＞ 

○統合型校務支援システムの導入 

・業者によるデモンストレーション（７月） 

・富山県教育 DX 推進会議第３回校務支援 

システム検討部会（８月以降） 

 

 

＜活用支援＞ 

○ＩＣＴ支援員の配置（９月～） 
 

○ＧＩＧＡスクールサポーターの配置 

             （８月後半～） 

＜人材育成＞ 

○特別指導者招へい事業（特別支援教育部 

門）研修講座（１日研修を年１０回） 

 
 

○１人１台端末時代のＩＣＴ活用講座 

 （半日研修を年４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備完了 

Ｒ３.８月 

準 備 

配 置 

研修の実施 

研修の実施 

配 置 
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２ 指導における外部専門家等の活用状況 

（１）講師を活用した指導の例 

  外部専門家等を活用し、指導の充実を図っている。講師等は以下のとおり

である。                                         調査元（県立学校課） 

区分 講 師 等 

自立活動※ 

・作業療法士       ・言語聴覚士 

・理学療法士       ・音楽療法士 

・富山県視覚障害者福祉センター 

・富山県聴覚障害者協会手話通訳者 

職業教育 

・障害者職業カウンセラー 

・ウエルシアオアシス株式会社支援教育コーディネーター 

・ヴィスト株式会社（就労移行支援事業所） 

教科指導 
・朗読家     ・ＡＬＴ 

・いずみミュージックスクール 

全般 

・日本福祉大学教授 

・特定非営利活動法人支援機器普及協会 

・陶芸家 

・臨床心理士 

・富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 

・有沢橋病院・真生会富山病院 

・富山大学教授 

・富山福祉短期大学社会福祉学科教授 

・上越教育大学大学院教授 

・富山県発達障害者支援センター｢ほっぷ｣ 

・めひの野園自閉症地域生活支援センター 

・女性子ども相談室 

 

 

 

（２）特別支援学校における看護師配置状況（高岡市立こまどり支援学校を含む） 

  医療的ケアが必要な児童生徒は増加してきている。特別支援学校における

医療的ケアを必要とする児童生徒の教育の充実を図るため看護師を配置して

いる。 

＜医療的ケア実施校数及び看護師配置数＞              調査元（県立学校課） 

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 

医療的ケ

ア実施校 
２ ２ ４ ４ ３ ３ ４ ４ ５ ６ ５ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

看護師 

配置数 
２ ２ ５ ５ ６ ６ ８ ８ 10 10 10 14 18 18 21 24 25 26 

 

 ※障害のある子供たちの個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するため

の指導 
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Ⅴ 企業等と学校、家庭が一体となった就労支援  

１ 卒業後の進路状況 

（１）県立特別支援学校（12 校）高等部卒業生の進路状況 

卒業年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

進学 10( 5.4%) 1( 0.5%) 13( 7.6%) 

就職 58(31.4%) 66(36.3%) 51(30.0%) 

福祉的就労 65(34.9%) 69(37.9%) 46(27.1%) 

生活介護 28(15.1%) 36(19.8%) 46(27.1%) 

入所・入院 15( 8.1%) 4( 2.2%) 6( 3.5%) 

在宅 2( 1.1%) 2( 1.1%) 5( 2.9%) 

その他 8( 4.3%) 4( 2.2%) 3( 1.8%) 

合計 186 182 170 

※福祉的就労：就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所 

 

（２）高等特別支援学校※（２校）卒業生の進路状況 

卒業年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

進学     0( 0%)      0( 0%)      0( 0%) 

就職     27(81.8%)       35(94.6%)       31(83.8%) 

福祉的就労      6(18.2%)        1( 2.7%)        5(13.5%) 

生活介護    0( 0%)      0( 0%)      0( 0%) 

入所・入院    0( 0%)      0( 0%)      0( 0%) 

在宅    0( 0%)      0( 0%)        1( 2.7%) 

その他    0( 0%)        1( 2.7%)      0( 0%) 

合計 33 37 37 

 

 

 

 

（３）高等特別支援学校（２校）卒業生就職先での主な業務（Ｈ30～Ｒ２年度卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務の内容 人数（割合） 

製造 ３４(36.6%) 

卸・小売り、飲食 ２３(24.7%) 

清掃 １９(20.4%) 

福祉・医療・介護 ９( 9.7%)   

事務  ４( 4.3%) 

サービス  ３( 3.2%) 

農業  １( 1.1%) 

合 計 ９３(100.0%) 

調査元（県立学校課） 

調査元（県立学校課） 

※軽度知的障害のある生徒の就労を目的とする学校。富山県には富山高等支援学校、高岡高

等支援学校の２校がある。 

調査元（県立学校課） 
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（４）高等特別支援学校（２校）卒業生の職場定着状況 

 

 

２ 就労支援の取組 

（１）就労支援関係事業等の実施状況 

事業の名称 内  容 主管課 

特別支援学

校就労応援

事業 

○特別支援学校就労応援コーディネーターの配置 

  ・富山・高岡高等支援学校に各１名配置、就業体

験や就職の受入企業を開拓。 

○「特別支援学校就労応援団とやま」の結成 

 ※詳細は、次頁に別記 

○障害者就労定着サポーターの配置 

  ・高等特別支援学校に１名配置、卒業生の職場定

着支援を実施。 

○就労支援連携会議の実施 

・［全体会］特別支援学校、企業、行政等の関係者

の、関係機関の連携強化や情報交換 

・［分科会］各校で計画・実施。関係機関との連携

強化や職員・生徒・保護者への研修等 

・［地区クラスター会議］各地域における進路指導

主事、特別支援学校就労応援コーディネーター

等による情報交換 

県教育委

員会県立

学校課 

キャリア教

育アドバイ

ザーの配置 

○４地区（新川、富山、高岡、砺波）に１名ずつ配

置し、高等学校からの要請に応じた支援を実施。 

・就職支援や早期離職防止に向けた取組み 

・インターンシップの推進 

・進路講演会等の企画・推進 

県教育委

員会県立

学校課 

職場体験の

受入 

○特別支援学校高等部生徒を対象とした職場体験を

実施(県庁内) 

労働政策

課 

障害者を対

象とした職

業訓練 

○ハロートレーニング特別支援学校早期コース 

  事業所を訓練委託先とし、実際の職場での実習

を通して作業能力や労働習慣を身に付け、就職を

目指す。 

県技術専

門学院 

卒業年度 
就職者数 

(a) 

離職者数 

（3 年以内） 

(b) 

再就職者数 

（3 年以内） 

就職者 

定着率 

(a-b)/a 

H27 25 人 6 人 5 人 76.0% 

H28 32 人 5 人 1 人 84.4% 

H29 30 人 8 人 3 人 73.3% 

計 87 人 19 人 9 人 78.2% 
調査元（県立学校課） 
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○「特別支援学校就労応援団とやま」 

  目的：障害のある生徒の就労の理解啓発、生徒の希望や障害の状態に応じ

た多様な職場見学先企業や就業体験先の確保 

  内容：以下のいずれかに協力できる企業等を、応援企業として登録 

    （１）生徒・保護者・教職員等を対象とする職場見学の受入 

（２）生徒の産業現場における実習（就業体験）の受入 

（３）特別支援学校の授業における生徒への技術指導や教員への助言 

（４）特別支援学校における就労支援関係研修会・会議への講師派遣 

や出席 

（５）特別支援学校の生徒の雇用促進 

（６）その他、特別支援学校が取り組む就労支援への協力 

  登録状況：68 社が登録（令和３年７月現在） 

 

（２）高等部学科設置状況（県立特別支援学校 12 校） 

学校名 障害種別 学科名 

富山視覚総合支援学校 

視覚障害 保健理療 

専攻科 

理療 

視覚障害 

病弱 
普通科 保健理療 

富山聴覚総合支援学校 
聴覚障害 

産業工芸 

専攻科 

産業工芸 

生活情報 生活情報 

機械 機械 

知的障害 福祉・サービス  

高岡聴覚総合支援学校 
聴覚障害 

機械  

生活情報 

知的障害 福祉・サービス 

にいかわ総合支援学校 
知的障害 

肢体不自由 

産業技術 

生活文化 

し ら と り 支 援 学 校 知的障害 
産業技術 

生活文化 

富 山 高 等 支 援 学 校 知的障害 生産・サービス 

高 岡 支 援 学 校 知的障害 
産業 

生活文化 

高 岡 高 等 支 援 学 校 知的障害 生産・サービス 

となみ総合支援学校 
知的障害 

肢体不自由 

産業技術 

生活文化 

富 山 総 合 支 援 学 校 
肢体不自由

知的障害 

産業工芸 

生活文化 

高 志 支 援 学 校 肢体不自由 普通 

ふ る さ と 支 援 学 校 病弱 普通 
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（３）実習や就業体験の実施 

①富山高等支援学校（軽度知的障害のある生徒が在籍）の例 

＜１週間の学習内容＞ 全学年共通 30 時間／週 

 

 

 

 

 

＜作業学習＞ 

・作業活動を中心として、就労に必要な知識・技能・態度等を身に付ける。 

・週に 12 時間実施。火曜日と木曜日は、１～６限まで作業学習の時間。 

・１学年では、生徒全員が５つの作業班をすべて体験し、自らの能力や適性

を理解するための実習を行う。 

・２・３学年では、就職と職場定着を目指し、能力や適性、希望に応じた分

野の専門的な実習を行う。 

作業班 実習等の内容 

ものづくり 

[木材加工] 
・木材製品製作（コースター、小物トレイ、ベンチ等） 

ものづくり 

[食品加工] 

・乾燥果物・野菜製品製作（干し梨、みそ汁の具セット等） 

・みそ造り 

・委託作業（野菜の皮むき等） 

流通 
・委託作業（商品のセット、工業製品の分解・分別等） 

・事務補助（書類の印刷・封入、パソコン入力等） 

環境 
・屋内環境整備（清掃機器の操作、校内清掃等） 

・屋外環境整備（植栽帯整備、除草、芝管理、除雪等） 

福祉 
・介護補助（車いす操作、ベッドメイキング等） 

・家事作業（洗濯、洗濯物たたみ、アイロンがけ等） 

 

＜就業体験＞ 

・学校で培った力を基に、一定期間自宅から企業等に通って実際に働く体験

をし、働く習慣や職場でのルールなど、就労に必要な能力を身に付ける。 

学年 期間等 

１学年 
１学期・２学期・３学期に各１回、それぞれ１週間程度 

※１学期は、校内での就業体験 

２学年 １学期・２学期・３学期に各１回、それぞれ２週間程度 

３学年 １学校・２学期・３学期に各１回、それぞれ３週間程度 

 

 

 

 

教
科
等

国
 
語

社
 
会

数
 
学

理
 
科

音
 
楽

美
 
術

保健体育

職
 
業

家
 
庭

外
国
語

情
 
報

作　　業　　学　　習

Ｈ
 
Ｒ

総
合
的
な

探
究
の
時
間

自
立
活
動

時間 2 1 2 0.5 1 1 3 1 2 0.5 1 12 1 1 1
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 ②しらとり支援学校高等部（知的障害の程度が比較的重い生徒が在籍）の例 

 ＜作業学習＞ 

・作業活動を中心として、就労や社会生活に必要な知識・技能・態度等を身

に付ける。 

・週に 10 時間実施。 

・生徒の進路希望や障害の状態に応じた実習を選択して行う。 

作業班 実習等の内容 

クラフト 
・小皿・土鈴（焼きもの）作り 

・牛乳パックを利用した紙工製品作り 

ハウス 

ワーキング 

・クッキー作り 

・刺し子製品作り 

クリーニング 
・洗濯物干し、アイロンがけ 

・校内の窓清掃 

園芸 ・野菜の栽培 

エコ・ワーク 
・アルミ缶・ペットボトルの圧縮 

・新聞紙を使ったエコバック作り 

事務サービス 
・コピー用紙の補充、廃棄書類のシュレッダーがけ 

・メモ用紙・カレンダー作り 

 

＜就業体験（生活体験）＞ 

・学校で培った力を基に、一定期間自宅から企業等や福祉事業所に通って実

際に体験をし、就労や社会生活に必要な能力を身に付ける。 

学年 期間等 

１学年 １学期・２学期に各１回、それぞれ２週間、校内就業体験 

２学年 
１学期・２学期に各１回、障害の状態や受入先の状況に応じ

て、３日～２週間程度 

３学年 
１学期・２学期に各１回、障害の状態や受入先の状況に応じ

て、３日～２週間程度 
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Ⅵ 特別支援学校の施設設備等、教育環境の整備  

１ 特別支援学校における障害に応じた施設・設備の整備状況 

障害種別 施設・設備等の例 

視覚障害 

・点字ブロック（誘導ブロック・警告ブロック）、廊下移動用手すり 

・正面玄関音声案内（自動ドア開閉時） 

・警告用点字鋲（自分の立ち位置を確認） 

・火災報知器（音声案内付：体育館のみ） 

聴覚障害 

・チャイムの回転灯（パトライト）連動表示 

・電話着信時の回転灯（パトライト）連動表示（聴力測定室） 

・緊急テロップＴＶ放送  ・見える校内放送 

・デジタルワイヤレス補聴援助システム ・ＦＭ補聴システム 

・防音室（聴力測定室）、高性能オージオメータ（一般・幼児用） 

知的障害 

・行動観察室      ・水治訓練室、シャワー室  
・カームダウンルーム  ・クッション材付壁（体育館） 
・シャワー付きトイレ（小学部各教室）  ・自動水栓 

・開閉制限施錠機能付き強化ガラス（各教室） 

・埋め込み式トランポリン 

肢体 

不自由 

・スロープ、エレベータ、手すり、階段昇降機 
・自動ドア、スライド式ドア、バリアフリー床、クッション材付きの壁 

・広いスペース、車椅子置き場のある玄関 
・水治訓練室、吊り下げ遊具用フック 

・天井走行型リフト、避難用すべり台 

・リフト付きスクールバス、児童生徒移動用台車 
・高さ可動式調理台 ・車椅子自動対応自動生徒机 
・車いす用トイレ（多目的トイレ）、車椅子対応洗面水洗、自動水栓 
・各教室にベッド 

病弱 

・エアコン、壁扇風機設置 

・エレベータ、スロープ、手すり、自動ドア 

・空気清浄機 
・教室内に水洗台 
・視線検出式入力装置 

 

 

 

 

調査日（R3.7 月） 調査元（教育企画課）
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２ 防災・防犯・健康のための設備整備状況 

＜耐震化工事＞            構造体耐震化率 調査元（文部科学省） 

年度 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 Ｒ２ 

整備率 53.7％ 66.7％ 92.6％ 100％ 

    ※平成 29 年度に 100％を達成 

＜空調設備設置＞           設置率 調査元（文部科学省） 

年度 Ｈ26 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ 
普通教室 36.5％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

特別教室 32.7％ 40.7％ 50.3％ 52.3％ 99.1％ 

  ほか、体育館暖房を設置 

 

＜トイレの洋式化＞ 

・洋便器率：97.1％ 調査日（R2.9.1） 調査元（文部科学省） 

 

３ 特別支援学校の教室不足状況 調査日（R 元.5.1） 調査元（文部科学省） 

   県内の公立特別支援学校において、児童生徒等の増加に伴う一時的な対応

をしている教室数は 16 教室。うち４教室は今後整備が必要。 

 

  ・特別教室の転用８教室     ・管理諸室の転用３教室 

  ・教室の間仕切り５教室 

 

特別支援学校設置基準について 

 現在、文部科学省より、「特別支援学校設置基準の制定（案）」が示されてい

る。施設設備に関する概要は、以下のとおり。（参考資料に概要の全体を掲載） 

ⅰ） 一般管理について 

特別支援学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なもので

なければならないこととする。 

ⅱ） 校舎及び運動場の面積等について 

ア 校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以

上とすることとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支

障がない場合は、この限りでないこととする。 

イ 校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとすることとする。ただ

し、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場

合は、その他の適当な位置にこれを設けることができることとする。 

ⅲ） 校舎に備えるべき施設について 

ア 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとすることとする。ただし、特別の事情

があるときは、教室と自立活動室とは、それぞれ兼用することができることとする。 

① 教室（普通教室、特別教室等とする。ただし、幼稚部にあっては、保育室及び遊戯室と 

する。） 
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② 自立活動室 

③ 図書室（小学部、中学部又は高等部を置く特別支援学校に限る。）、保健室 

④ 職員室 

イ 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備え

るものとすることとする。 

ⅳ） その他の施設について 

特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっ

ては体育館を備えるものとすることとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、

かつ、教育上支障がない場合は、この限りでないこととする。 

ⅴ）校具及び教具について 

ア 特別支援学校には、部及び学科の種類、学級数並びに幼児、児童及び生徒の数並びに

障害の種類及び程度等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校

具及び教具を備えなければならないこととする。 

イ 校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならないこととする。 

ⅵ） 他の学校等の施設及び設備の使用について 

特別支援学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学

校等の施設及び設備を使用することができることとする。 

 


